
　
固
定
資
産
の

　
　
　
縦
覧
が
で
き
ま
す　

　
ご
自
身
が
所
有
す
る
土
地
や
家
屋

の
評
価
額
な
ど
を
他
と
比
較
し
、
評

価
額
が
適
切
で
あ
る
か
を
帳
簿
で
縦

覧
で
き
ま
す
。

　
　

 

４
月
１
日
㈪
～
５
月
31
日
㈮

（
閉
庁
日
を
除
く
）

場 

税
務
課
㉘
番
窓
口

　
地
域
局
総
務
企
画
課
⑧
番
窓
口

問 

税
務
課　

 

℡
89
・
２
１
２
７

　
公
衆
ト
イ
レ
が

　
　
　
　
使
用
で
き
ま
す　

　
冬
期
間
、
閉
鎖
し
て
い
た
公
衆
ト

イ
レ
を
順
次
開
放
し
ま
す
。　
　

 

　

 

能
代
公
園
（
頂
上
）
／
能
代
河

畔
公
園
／
赤
沼
公
園
／
市
民
プ
ー

ル
前
／
大
町
街
区
公
園
／
富
町
街

区
公
園
／
栄
町
街
区
公
園
／
出
戸

町
街
区
公
園
／
萩
の
台
街
区
公
園

／
昭
南
町
街
区
公
園
／
風
の
松
原

／
大
正
町
街
区
公
園
／
出
戸
街
区

公
園
／
大
瀬
街
区
公
園
／
向
ヶ
丘

街
区
公
園
／
は
ま
な
す
展
望
台
緑

地
内
／
柳
町
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
／

井
坂
街
区
公
園

問 

都
市
整
備
課　
℡
89
・
２
１
９
７

期
間

場

※
１
世
帯
１
区
画
。菜
園
に
は
駐
車

場
、物
置
小
屋
、突
き
井
戸
が
あ
り

ま
す
。

　
　

 

無
料
。
た
だ
し
、
市
民
菜
園

利
用
者
協
議
会
へ
の
加
入
（
年
会

費
１
５
０
０
円
）
が
必
要
で
す
。

　
　
　
　
４
月
１
日
㈪
～
10
日
㈬
に

農
業
振
興
課
で
直
接
。

※
電
話
な
ど
で
の
申
し
込
み
は
受
け

付
け
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
４
月
14
日
㈰
午
前
10

時
か
ら
市
役
所
本
庁
舎
会
議
室

９
・
10

 　
農
業
振
興
課　
℡
89
・
２
１
８
3

　
中
国
木
材
株
式
会
社
の

　
工
場
見
学
会

　
１
月
か
ら
稼
働
開
始
し
た
製
材
棟

の
工
場
見
学
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時 

４
月
24
日
㈬
、
５
月
11
日
㈯

　
午
前
の
部
：
午
前
10
時
～
11
時
30
分

　
午
後
の
部
：
午
後
２
時
～
３
時
30
分

 　
中
国
木
材
㈱
能
代
工
場
製
材
棟

　
（
能
代
市
扇
田
字
扇
渕
３ｰ

12
）

 　
市
民
の
方
各
28
人

 　

４
月
２
日
㈫
～
４
月
15
日
㈪
に

希
望
日
時
、
氏
名
、
年
齢
、
電
話

番
号
、
人
数
、
来
社
手
段
を
メ
ー

ル
（a_yoshim

uta@
chugok

um
okuzai.co.jp

）
で

 　
中
国
木
材
㈱
能
代
工
場　
担
当

　
吉ヨ
シ

牟ム

田タ　
℡
58
・
５
５
６
１

費
用

申
し
込
み

利
用
区
画
抽
選

問場定申問

　
も
っ
く
ん
カ
ー
ド
で

　
市
税
な
ど
の
支
払
い
が

　
　
で
き
な
く
な
り
ま
す　

　
も
っ
く
ん
カ
ー
ド
の
ポ
イ
ン
ト
を

利
用
し
て
の
市
税
や
介
護
保
険
料
、

保
育
料
な
ど
の
支
払
い
は
３
月
31
日

で
終
了
し
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
お

早
め
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
引
き
続
き
加
盟
店
で
の
支
払
い
時

に
は
利
用
で
き
ま
す
。

本
庁
舎
…
会
計
課
、
税
務
課
、
市
民

保
険
課

二
ツ
井
町
庁
舎
…
総
務
企
画
課
、
市

民
福
祉
課

・
市
の
公
共
料
金
を
支
払
っ
て
も
、

新
た
に
ポ
イ
ン
ト
は
付
与
さ
れ
ま

せ
ん
。

 　
商
工
労
働
課　
℡
89
・
２
１
８
６

　
二
ツ
井
町
商
業
協
同
組
合

　
　
　
　
　
　
　
℡
73
・
２
９
５
３

　
市
民
菜
園
利
用
者
募
集

　
河
戸
川
字
下
大
須
賀
地
内
の
市
民

菜
園
利
用
者
を
募
集
し
ま
す
。

利
用
期
間 

４
月
14
日
㈰
～
11
月
30

日
㈯

　
　
　
　
市
内
に
居
住
し
、
耕
作
地

を
持
っ
て
い
な
い
方

　
　
　
　
60
区
画
（
１
区
画
あ
た
り

約
33
平
方
メ
ー
ト
ル
）

利
用
で
き
る
場
所

注
意
事
項

問利
用
対
象

利
用
区
画

能代市の人口(２月末現在)
人　口　48,135人（男 22,373人　女25,762人)　世帯数　23,981世帯

消費一口メモ
●住宅用火災警報器の点検・交換をしましょう
　住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから
10年以上が経過しました。
　「いざ」というときに正常に作動するように、
少なくとも年に２回は作動点検をしましょう。
　　　　 定期的に本体のボタンを押すか、点検
ひもを引き、音声
や警報音が正常に
鳴るか確認。

　住宅用火災警報
器は火災を感知す
るために常に作動し、電池や機器の寿命は約10
年とされています。設置後10年を目安に交換し
ましょう。
　 能代市消費生活センター　℡89-2939
　 能代山本広域消防本部　　℡52-3311

点検方法

交換の目安は 10年

問

178令和６年度市民まちづくり活動
支援事業補助金活用団体募集

　自主的にまちづくり活動を行う市民団体の取り込み
を支援するため、補助金の活用団体を募集します。詳
しくは市のホームページをご確認いただくか、お問い
合わせください。
　　 　 
・主たる活動の拠点が市内にある
・５人以上の団体で、代表者および構成員の過半数が

市内に住所を有し、居住している
・営利活動（コミュニティビジネスの立ち上げを除く）

や政治活動、宗教活動を目的としていない
補助額  補助対象経費の３分の２以内(上限30万円)ま

たは補助対象経費の10分の９以内(上限90万円)
※対象事業により補助額が異なります。
 　４月１日㈪～15日㈪に必要書類を直接、または郵送
 　〒016-8501能代市上町1-3
　市民活力推進課　℡89-2212

対象団体

申
問

広報のしろ  令和６年４月広報のしろ  令和６年４月1919


